
本資料は令和４年１０月２５日に開催されました、進路指

導研修会「児童も使えるサービス・卒業後に使えるサービ

ス」にて使用されたものです。 

資料の内容については当時のものになります。最新の情報

については別途御確認ください。尚、本資料は各団体様の

ご厚意で掲載しております。これらの資料を個人の利用を

超える範囲で使用することはお控えください。 
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児童も使えるサービス
卒業後に使えるサービス

令和４年１０月２５日（火）

半田市地域福祉課 瀧本





【全国共通】
障がい者（１８歳以上）を対象と
したサービス※一部児童利用可

【全国共通】
障がい児（１８歳未満）を対象
としたサービス

今回の主な説明部分



【地域毎に異なる】
例）半田市
●移動支援⇒ヘルパーが外出の付き添いをする（散歩、余暇等）
●体験宿泊⇒通所している事業所等で宿泊の練習、体験をする



障がい福祉サービスについて

サービス利用料の１割が自己負担（食事等の実費は除く）

また、収入状況等に応じて負担上限額が設定されている。
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対象

身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、難病等対象者

※各種手帳、診断書等で確認

補足

●制度概要

区分 収入 負担上限額

生活保護 生活保護受給世帯 0円

低所得 市町村民税非課税世帯 0円

一般１ 市町村民税課税世帯
（所得割16万円未満）

9,300円

一般２ 上記以外 37,200円
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児童の方も使えるサービス
サービス分類 給付分類 名称 大人 児童

居宅介護 ● ●

重度訪問介護 ●

同行援護 ● ●

行動援護 ● ●

重度障害者等包括支援 ● ●

短期入所 ● ●

療養介護 ●

生活介護 ●

施設系 施設入所支援 ●

自立生活援助 ●

共同生活援助 ●

自立訓練（機能訓練） ●

自立訓練（生活訓練） ●

就労移行支援 ● ▲ ※特殊な支給

就労継続支援（A型） ●

就労継続支援（B型） ●

就労定着支援 ●

地域移行支援 ●

地域定着支援 ●

計画相談支援給付 特定相談支援 ●

地域相談支援給付
相談支援系

訪問系

介護給付

日中活動系

居住支援系

訓練等給付

訓練系・就労系



児童と大人の取り扱いについて
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障がい児＝１８歳未満

障がい者＝１８歳以上（誕生日の翌月から扱いが変わる）

※就学中は放デイ等既存のサービスをそのまま利用可能です。

ただし、児童のうちから大人のサービス（ヘルパー、短期入所等）を
利用している方や卒業後に一部のサービスを利用する方は、障害支援
区分というものの新規取得が在学中に必要になります。

例：高校３年生、誕生日が１月１日の方

年齢 17歳 18歳 18歳

日付 12月31日
1/1

誕生日
2月1日

分類 障害児 障害児

分類 障害者



参考：障害支援区分
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在学中（障がい児）も使えるサービス
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※
サービス毎に個別の要件があります。
また、各自治体で支給判断が異なることがあるためそ
の点にご留意ください。



児童も使えるサービス

ヘルパーが、自宅を訪問して、入浴、排せつ、食事等の介護、調理、
洗濯、掃除等の家事、病院や官公庁への付き添いなど、生活全般にわ
たる援助を行います。
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概要

●居宅介護

●同行援護

移動に著しい困難を有する視覚障害のある方が外出する際、ご本人に
同行し、移動に必要な情報の提供や、移動の援護、排せつ、食事等の
介護のほか、ご本人が外出する際に必要な援助（代読・代筆等）を行
います。

概要



児童も使えるサービス

行動に著しい困難を有する知的障害や精神障害のある方が、行動する
際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動
中の介護、排せつ、食事等の介護のほか、行動する際に必要な援助を
行います。

11

概要

●行動援護

●短期入所

自宅で介護を行っている方が病気になって介護を行えない場合や、介
護者のレスパイト（休息）の確保が必要な場合などに、入浴、排せつ、
食事のほか、必要な介護を行える施設に短期間入所します。

概要



児童も使えるサービス

常に介護を必要とする方のなかでも、特に介護の必要度が高い方に対
して、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、短
期入所などのサービスを包括的に提供します。

※特に重度の障害のある方、現在半田市では支給者なし。

四肢すべてに麻痺等があり、寝たきり状態にある障害者で。人工呼吸
器をつけていたり、最重度の知的障害のある方など
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概要

●重度障害者等包括支援



主に卒業後に利用できるサービス
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※
サービス毎に個別の要件があります。
また、各自治体で支給判断が異なることがあるため
その点にご留意ください。



卒業後に利用できるサービス

重度の肢体不自由または重度の知的障害もしくは精神障害があり常に
介護を必要とする方に対して、ヘルパーが自宅を訪問し、入浴、排せ
つ、食事などの介護、調理、洗濯、掃除などの家事、生活等に関する
相談や助言など、生活全般にわたる援助や外出時における移動中の介
護を総合的に行います。

※重度障害者等包括支援は、この重度訪問介護よりも重度の人が対象

14

概要

●重度訪問介護



卒業後に利用できるサービス

病院等において医療的ケアを必要とする障害のある方のうち常に介護
を必要とする方に対して、医学的管理の下における介護及び日常生活
上の世話を行います。（医療的支援のできる施設への入所）
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概要

●療養介護

●施設入所支援

施設に入所する障害のある方に対して、入浴、排せつ、食事等の介護、
生活等に関する相談・助言のほか、必要な日常生活上の支援を行いま
す。（日中は生活介護等を組み合わせ支援）

概要



卒業後に利用できるサービス

常に介護を必要とする方に対して、入浴・排せつ・食事等の介護、調
理・洗濯・掃除等の家事、生活等に関する相談・助言その他の必要な
日常生活上の支援、創作的活動・生産活動の機会の提供のほか、身体
機能や生活能力の向上のために必要な援助を行います。
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概要

●生活介護



卒業後に利用できるサービス

身体障害のある方または難病を患っている方などに対して、理学療法、
作業療法その他の必要なリハビリテーション、生活等に関する相談お
よび助言などの支援を行います
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概要

●自立訓練（機能訓練）

●自立訓練（生活訓練）

知的障害または精神障害のある方に対して、入浴、排せつ、食事等に
関する自立した日常生活を営むために必要な訓練、生活等に関する相
談および助言などの支援を行います。

概要



卒業後に利用できるサービス

企業等に就労することが困難な障害のある方に対して、雇用契約に基
づく生産活動の機会の提供、知識および能力の向上のために必要な訓
練などを行います。
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概要

●就労継続支援A型※雇用契約有

●就労継続支援B型※雇用契約無

通常の事業所に雇用されることが困難な障害のある方に対し、生産活
動などの機会の提供、知識および能力の向上のために必要な訓練など
を行うサービスです。

概要



卒業後に利用できるサービス

一般就労を希望する障害のある方に対して、生産活動や職場体験など
の機会の提供を通じた就労に必要な知識や能力の向上のために必要な
訓練、就労に関する相談や支援を行います。

就労継続＝事業所に通って働くことが主な目的

就労移行＝一般就労が主な目的、面接の練習始め就職支援等を行う
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概要

●就労移行支援

●就労定着支援

就労移行支援などを利用して一般就労へ移行した障害者で、就労の継
続を図るため、企業・事業所や関係機関との連絡調整、雇用に伴い生
じる日常生活、または社会生活上の各問題に関する相談、指導・助言
などの支援を一定期間行います。

概要



例外的な利用

卒業の進路について、福祉的就労を希望している者について、就労ア
セスメントを行う。（一般就労への移行の可能性も含む）

※卒業後、就労経験が無い状態で就労継続支援Ｂ型を利用したい場合
については、就労アセスメントが必須
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対象

特別支援学校の高校2年生のうち、就労アセスメントを希望する方

※半田市の場合（市町村によって対応が異なります。）

概要

●在学中の対応（就労移行支援によるアセスメント）



卒業後に利用できるサービス

地域で一人暮らしを希望する人に対し、地域において自立した日常生
活、または社会生活を営むことができるよう、一定の期間にわたり定
期的な巡回訪問（居宅訪問）や随時の対応により、円滑な地域生活に
向けた相談・助言などを行います。
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概要

●自立生活援助

●共同生活援助

障害のある方に対して、共同生活を営む住居で相談、入浴、排せつま
たは食事の介護、その他の日常生活上の援助を行います。

（グループホームへの入居）

概要



卒業後に利用できるサービス

障害者支援施設等に入所している方または精神科病院に入院している
方など、地域における生活に移行するために重点的に支援を必要とし
ている方に対して、住居の確保などの地域生活に移行するための相談
や必要な支援を行います。
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概要

●地域移行支援

●地域定着支援

単身等で生活する障害のある方に対し、常に連絡がとれる体制を確保
し、緊急に支援が必要な事態が生じた際に、緊急訪問や相談などの必
要な支援を行います。

概要



サービス利用の流れ

①相談

②申請

※必要に応じて障がい者支援区分も併せて申請

③サービス等利用計画案の作成

④支給決定（受給者証の発行）

⑤サービスの利用開始
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緊急時・災害時対応プラン
（半田市）
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緊急時・災害時対応プランについて

主介護者の体調不良等の際、対応が困難なケース（他の家族等の連絡
先が確認できず連絡が取れない、日頃から施設を利用していなかったた
め受け入れができない等）が複数発生しました。

また、令和３年の災害対策基本法改正により、個別避難計画（高齢者
や障害者等自ら避難することが困難な方＝避難行動要支援者の避難計
画）の作成が市の努力義務として位置づけられました。

以上のことを踏まえ、半田市においては令和３年１０月頃より緊急
時・災害時を双方組み合わせたプラン（兼個別避難計画）を作成するこ
ととし、緊急時や災害時に備えられるような取り組みを行っています。

目的
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項目例

緊急時・災害時対応プランについて
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項目例

緊急時・災害時対応プランについて
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項目例

緊急時・災害時対応プランについて



日常生活用具、補装具
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●補装具（費用の支給）

身体機能を補完、代替するもの
＝体の一部（体に装着して使用）

●日常生活用具（現物給付）

日常生活上の困難を改善し、自立
を支援し、かつ、社会参加を促進
すると認められるもの

補装具、日常生活用具の違い



補装具について

身体障がいのある方等について、身体機能を補完または代替する用具
で、職業上その他日常生活での能率の向上、また、 身体障がい児につ
いては、将来、社会人として独立自活するための素地を育成・助長す
るための補装具を支給します。
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概要

・義肢、装具、座位保持装置、車いす、歩行器、歩行補助杖、義眼、
メガネ、補聴器、意思伝達装置、排便補助具、頭部保持具など

補装具により要件等が異なるため、一度お住まいの自治体へお問い合
わせください。

用具例



日常生活用具について

障がいのある方について、日常生活や社会活動を容易にするための日
常生活用具の給付を行います。
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概要

・入浴補助用具、頭部保護帽、火災報知器、吸入器、パルスオキシ
メーター、点字器、人工内耳、ストーマ、紙おむつ、住宅改修（手す
り、段差の解消等）など

用具により要件等が異なるため、一度お住まいの自治体へお問い合わ
せください。

用具例


